


 

 

【別 紙】 

 

１ 諮問の内容 

   情報公開審査委員の罰則規定が、逗子市個人情報の保護に関する条例に

規定されていることから、逗子市情報公開条例に規定を移す。併せて、刑

法の改正に伴い、「懲役」及び「禁錮」が「拘禁刑」に改められることから、

罰則規定の「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 

２ 提案理由 

 ＊改正の趣旨 

  情報公開審査委員の設置規定は逗子市情報公開条例において規定している

ところ、罰則規定は逗子市個人情報の保護に関する条例に個人情報保護委員

等の罰則とともに規定されている。設置規定を置いた条例において罰則規定

も置いた方がより適切であることから、逗子市個人情報の保護に関する条例

からは削除し、逗子市情報公開条例に規定を移すこととする。 

  また、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）の施行に伴い、

懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することとなる。この

ことから、罰則規定の「懲役」を「拘禁刑」に改める必要が生じた。なお、

同法は、令和７年６月１日に施行される。 

 

３ 改正条文案 

 ⑴ 逗子市情報公開条例に第25条（罰則）として「第15条第11項の規定に違

反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処

する。」を追加する。 

 ⑵ 附則に、施行期日を「この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和

４年法律第67号）の施行の日（令和７年６月１日）から施行する。」と定め

る。 

 



 

 

４ 新旧対照表（案） 

条例 条 現規定 改正案 

逗子市 

情報公開

条例 

第15条 

11 審査委員は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同

様とする。 

（改正なし） 

第25条 

（追加） 
（なし） 

第15条第11項の規定に違反

して秘密を漏らした者は、１年

以下の拘禁刑又は50万円以

下の罰金に処する。 

逗子市 

個人情報 

の保護 

に関する 

条例 

第12条 

10 保護委員又は保護委員

であった者は、職務上知り得

た個人の秘密を漏らしてはな

らない。 

10 保護委員は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同

様とする。 

第13条 

６ 委員又は委員であった者

は、職務上知り得た個人の秘

密を漏らしてはならない。 

６ 委員は、職務上知り得た秘

密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

第16条 

第12条第10項、第13条第6項

及び逗子市情報公開条例第

15条第11項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、１年以

下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。 

第12条第10項及び第13条第

6項の規定に違反して秘密を

漏らした者は、１年以下の拘

禁刑又は50万円以下の罰金

に処する。 

 

【参考規定】 

法令 条 規定 備考 

情報公開 

・個人情 

報保護 

審査会 

設置法 

第４条 

８ 審査委員は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同

様とする。 

※ 個人情報の保護に関する

法律第105条に規定する「情

報公開・個人情報保護審査

会」に関する規定 
第18条 

第４条第８項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、一年

以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

 


